
 

 

 

 
 

 
 

組合 期末手当・扶養手当・寒冷地手当・通勤手当・教育

手当や昇給・昇進、年休付与などの出勤率の算出に影響

しないことでよいか。 

会社 今回の対応がそれぞれの中身に影響することはない。 

 
 

 

組合 休業期間中に指定した休業を解除する場合の考え

について明らかにすること。 

会社 需要が急激に回復した場合と考えているため、現時点

では指定した休業を解除する想定はしていない。 

異常時対応についての考えを明らかにすること。 基本的には出勤者で対応する。大規模災害以外の輸送混乱

等の異常時体制は確保する。 

非稼働日の間の中央倉庫の取扱いはどうなるのか。 予備品や材料は、繁忙期と同様に事前に準備していただく

が、今回の非稼働日に関しては、より多く準備していただく。 

異常時対応は、基本的には品質科・輸送管理科の対応だ

が、技術管理に頼っている部分があるので、フォローして

いただきたい。 

了解。対応できるように検討したい。 

 
 
 

組合 「目的」、「賃金の減額にならないこと」、「勤務指定

の考え方」、「教育・訓練の内容」など具体的に議論したこ

とを周知して、不安がないように社員周知を行うこと。 

会社 考え得る疑問点は、整理出来次第、社員のみなさん

には周知したい。 

休業の指定は、公平・公正に行うべきである。 今回は休業指示による賃金の減額はないが、教育・訓練に関

して手を挙げた方が受けられるように、満遍なく指定する。 

今回の休業実施において、働く組合員・社員の不利益に

なることはないか。 

不利益になることはない。 

休業については本部－本社間で議論してきた経過があ

る。休業は雇用の一歩手前まで来ているという危機意識

がある。今回は、総体的に不利益になることはないと確

認したが、職場の中でも不安解消に向けた説明をしてい

ただきたい。 

現業機関では初めての休業の実施となり、疑問点・不安な声

もある。制度としてはあるが、実施することがないように経営側

として努力し、全社員一丸となって困難に立ち向かいたい。 
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今回、新幹線総合車両センターで実施される「休業」は現業機関では初めてのこ
とです。雇用の確保に影響がないことや賃金の減額を行わないなど、働く組合員に
不利益がないことを確認していますが、休業とは、雇用維持の為に行われる一つの
手段であることから、休業を行わざるを得ない状況であることへの危機感は持たな
くてはなりません。 


